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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の記録紙で構成される記録紙束を包む表紙用の記録紙上に表紙用の第１画像及び
第２画像に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画像形成装置であっ
て、
　前記第１画像と前記第２画像とを入力する入力手段と、
　前記第１画像のサイズより前記第２画像のサイズが大きい場合に、前記第２画像を前記
第１画像とサイズが等しくなるように切り取る切取手段と、
　前記入力手段により入力された前記第１画像と前記切取手段により切り取られた前記第
２画像とに基づいた前記表紙用の画像を前記表紙用の記録紙上に形成させるよう前記画像
形成手段を制御する制御手段と
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記表紙用の画像のサイズが前記表紙用の記録紙のサイズに一致するように、前記入力
手段により入力された前記第１画像及び前記切取手段により切り取られた前記第２画像を
それぞれ変倍する変倍手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記変倍手段により変倍された前記第１画像と前記切取手段により切
り取られ前記変倍手段により変倍された前記第２画像とに基づいた前記表紙用の画像を前
記表紙用の記録紙上に形成させるよう前記画像形成手段を制御することを特徴とする請求
項１に記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　前記第１画像及び前記第２画像のレイアウトの設定を受け付ける受付手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記受付手段で受け付けたレイアウトの設定に基づき、前記入力手段
により入力された前記第１画像と前記切取手段により切り取られた前記第２画像とに基づ
いた前記表紙用の画像を前記表紙用の記録紙上に形成させるよう前記画像形成手段を制御
することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記受付手段は、前記画像形成装置が備える操作手段を介して前記レイアウトの設定を
受け付けることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記受付手段は、前記画像形成装置とデータ通信可能な外部装置が備える操作手段を介
して前記レイアウトの設定を受け付けることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置
。
【請求項６】
　前記第１画像は表表紙用の画像であり、前記第２画像は裏表紙用の画像であることを特
徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　複数枚の記録紙で構成される記録紙束を包む表紙用の記録紙上に表紙用の第１画像及び
第２画像に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画像形成装置にて実
行される制御方法であって、
　前記第１画像と前記第２画像とを入力する入力工程と、
　前記第１画像のサイズより前記第２画像のサイズが大きい場合に、前記第２画像を前記
第１画像とサイズが等しくなるように切り取る切取工程と、
　前記入力工程において入力された前記第１画像と前記切取工程において切り取られた前
記第２画像とに基づいた前記表紙用の画像を前記表紙用の記録紙上に形成させるよう前記
画像形成手段を制御する制御工程と
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項８】
　コンピュータを請求項１乃至６の何れか１項に記載の画像形成装置の各手段として機能
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の記録紙で構成される記録紙束を包む表紙用の記録紙上に表紙用の第
１画像及び第２画像に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画像形成
装置及び制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の画像形成装置における画像形成ユニットの高速化に伴い、大量部数の画像形成が
可能となり、更には簡単に少量部のパンフレット作成や簡易な製本ができるようになって
いる。このような本を作成するときは、予め表表紙と裏表紙となる画像間に一定の間隔を
設けた背表紙を出力しておき、この背表紙に出力結果を挟み込み、閉じこむことで製本を
行う方法が多く用いられている（例えば、特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特開２０００－１８４１５４号公報
【特許文献２】特開２０００－３３２９８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の画像形成装置においては、入力された原稿画像２枚のうち、どち
らを表表紙もしくは裏表紙にするかをユーザが指定することができなかった。
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【０００４】
　そのため、ユーザは画像形成装置に入力する原稿画像の順番を意識しなければならず、
操作ミスを起こしやすいという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、表紙用の第１画像及び第２画像と
に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画像形成装置において、第１
画像のサイズより第２画像のサイズが大きい場合であっても、第２画像を第１画像とサイ
ズが等しくなるように切り取り、適切な表紙用の画像を表紙用の記録紙上に形成すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数枚の記録紙で構成される記録紙束を包む表紙用の記録紙上に表紙用の第
１画像及び第２画像に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画像形成
装置であって、前記第１画像と前記第２画像とを入力する入力手段と、前記第１画像のサ
イズより前記第２画像のサイズが大きい場合に、前記第２画像を前記第１画像とサイズが
等しくなるように切り取る切取手段と、前記入力手段により入力された前記第１画像と前
記切取手段により切り取られた前記第２画像とに基づいた前記表紙用の画像を前記表紙用
の記録紙上に形成させるよう前記画像形成手段を制御する制御手段とを有することを特徴
とする。
【０００７】
　また、本発明は、複数枚の記録紙で構成される記録紙束を包む表紙用の記録紙上に表紙
用の第１画像及び第２画像に基づいた表紙用の画像を形成可能な画像形成手段を有する画
像形成装置にて実行される制御方法であって、前記第１画像と前記第２画像とを入力する
入力工程と、前記第１画像のサイズより前記第２画像のサイズが大きい場合に、前記第２
画像を前記第１画像とサイズが等しくなるように切り取る切取工程と、前記入力工程にお
いて入力された前記第１画像と前記切取工程において切り取られた前記第２画像とに基づ
いた前記表紙用の画像を前記表紙用の記録紙上に形成させるよう前記画像形成手段を制御
する制御工程とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、表紙用の第１画像及び第２画像とに基づいた表紙用の画像を形成可能
な画像形成手段を有する画像形成装置において、第１画像のサイズより第２画像のサイズ
が大きい場合であっても、第２画像を第１画像とサイズが等しくなるように切り取り、適
切な表紙用の画像を表紙用の記録紙上に形成することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
尚、本実施形態では、画像形成装置として、ホストコンピュータとネットワークを介して
接続され、画像入力装置と画像出力装置と制御装置などで構成される画像入出力システム
を例に説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態における画像入出力システムの全体構成を示す図である。図示する
ように、画像入出力システム１００は、画像入力装置（リーダ部）２００、画像出力装置
（プリンタ部）３００、制御装置（コントローラ部）１１０、及び操作部１５０から構成
されている。
【００１２】
　リーダ部２００は、原稿画像を光学的に読み取り、画像データに変換する。このリーダ
部２００は、原稿を読み取るための機能を有するスキャナユニット２１０と、原稿用紙を
搬送するための機能を有する原稿給紙（ＤＦ）ユニット２５０とで構成される。
【００１３】
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　プリンタ部３００は、記録紙を搬送し、その上に画像データを可視画像として印字して
装置外へ排紙する。このプリンタ部３００は、複数サイズの記録紙カセットを備える給紙
ユニット３１０と、画像形成された印字データを記録紙に転写、定着させる機能を有する
マーキングユニット３２０と、印字された記録紙をソート、ステイプルして装置外へ出力
する機能を有する排紙ユニット３３０とで構成される。
【００１４】
　コントローラ部１１０は、リーダ部２００、プリンタ部３００、ハードディスク６００
と電気的に接続され、更にネットワーク４００を介して複数のホストコンピュータ４０１
、４０２と接続されている。ここで、ホストコンピュータ４０１、４０２は、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）などの一般的なコンピュータであり、アプリケーションプログラム
の印刷機能のうち、ユーザが後述する背表紙作成モードを指定すると、ＰＣにインストー
ルされているプリンタドライバによって背表紙作成モード設定画面がディスプレイに表示
され、その設定画面からユーザは背表紙幅と背表紙のレイアウト（開き）と背表紙作成時
の画像サイズ調整とを設定することができる。尚、この背表紙作成モードの詳細について
は更に後述する。
【００１５】
　また、コントローラ部１１０はリーダ部２００を制御して原稿の画像データを読み込み
、プリンタ部３００を制御してその画像データを記録用紙に出力する、コピー機能を提供
する。更に、リーダ部２００から読み取った画像データをコードデータに変換し、ネット
ワーク４００を介してホストコンピュータへ送信するスキャナ機能、ホストコンピュータ
からネットワーク４００を介して受信したコードデータを画像データに変換し、プリンタ
部３００に出力するプリンタ機能を有する。更に、画像データをハードディスク６００に
記憶する機能も有する。
【００１６】
　操作部１５０は、コントローラ部１１０に接続され、液晶タッチパネルなどで構成され
、画像入出力システムを操作するためのユーザＩ／Ｆを提供する。
【００１７】
　図２は、リーダ部２００及びプリンタ部３００の構造を示す側断面図である。リーダ部
２００の原稿給送ユニット２５０は原稿を先頭順に１枚ずつプラテンガラス２１１上へ給
送し、原稿の読み取り動作が終了した後、プラテンガラス２１１上の原稿を排出するもの
である。スキャナユニット２１０は原稿がプラテンガラス２１１上に搬送されると、ラン
プ２１２を点灯し、そして光学ユニット２１３の移動を開始させて原稿を露光走査する。
この時の原稿からの反射光はミラー２１４、２１５、２１６、及びレンズ２１７によって
ＣＣＤイメージセンサ（以下ＣＣＤという）２１８へ導かれる。このように、走査された
原稿の画像はＣＣＤ２１８によって読み取られる。このＣＣＤ２１８から出力される画像
データは、所定の処理が施された後、コントローラ部１１０へ転送される。
【００１８】
　一方、プリンタ部３００のレーザドライバ３２１はレーザ発光部３２２を駆動するもの
であり、コントローラ部１１０から出力された画像データに応じたレーザ光をレーザ発光
部３２２に発光させる。このレーザ光は感光ドラム３２３に照射され、感光ドラム３２３
にはレーザ光に応じた潜像が形成される。この感光ドラム３２３の潜像の部分には現像器
３２４によって現像剤が付着される。
【００１９】
　そして、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、カセット３１１或いは３１２の
何れかから記録紙を給紙して転写部３２５へ搬送し、感光ドラム３２３に付着された現像
剤を記録紙に転写する。現像剤の乗った記録紙は定着部３２６に搬送され、定着部３２６
の熱と圧力により現像剤が記像紙に定着される。その後、定着部３２６を通過した記録紙
は排出ローラ３２７によって排出され、排紙ユニット３３０が排出された記録紙を束ねて
記録紙の仕分けをしたり、仕分けされた記録紙のステイプルを行う。
【００２０】
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　また、両面記録が設定されている場合は、排出ローラ３２７のところまで記録紙を搬送
した後、排出ローラ３２７の回転方向を逆転させ、フラッパ３２８によって再給紙搬送路
３２９へ導く。この再給紙搬送路３２９へ導かれた記録紙は上述したタイミングで転写部
３２５へ給紙され、表面と同様に裏面への画像形成が行われる。
【００２１】
　図３は、本実施形態における操作部１５０の構成の一例を示す図である。図３において
、５０２は装置への電源オン／オフを示すパワーランプであり、パワースイッチ５０１の
押下によって電源が投入されると点灯する。５０３はコピー機能選択キーであり、コピー
機能を選択する際に押下する。５０４はファックス機能選択キーであり、ファックス機能
を選択する際に押下する。５０５はパーソナルボックス選択キーであり、パーソナルボッ
クス機能を選択する際に押下する。
【００２２】
　５１２はテンキーであり、画像形成枚数の設定やモード設定などの数値入力に使用する
。また、ファクシミリ設定画面では、電話番号の入力にも使用する。５１３はクリアキー
であり、テンキー５１２で入力した設定を無効にする場合に使用する。５０８はリセット
キーであり、設定された画像形成枚数や動作モード或いは選択給紙段等のモードを既定値
に戻す場合に使用する。
【００２３】
　５０６はスタートキーであり、画像形成を開始する場合に押下するキーである。５０７
はストップキーであり、複写動作を停止する場合に使用する。５０９はガイドキーであり
、あるキーの機能がわからない際に押下するキーであり、機能がわからないキーの説明は
表示パネル５１６に表示する。
【００２４】
　５１０はユーザモードキーであり、装置に対する各種設定を変更する際に使用するキー
である。５１１は割り込みキーであり、画像形成動作中にユーザが他の作業をしたい場合
に押下するキーである。５１４は２０個のワンタッチダイヤルキーであり、ファクシミリ
送信時にワンタッチでダイヤルする際に使用する。５１５は２枚の蓋であり、ワンタッチ
ダイヤルキー５１４の各キー部分がくり抜かれた形状の２重の蓋になっている。
【００２５】
　尚、不図示のセンサースイッチにより、２枚の蓋が閉じられた第１の状態と、１枚目の
蓋が閉じられた第２の状態と、２枚の蓋が開いた第３の状態とを検出し、蓋の３つの開閉
状態とワンタッチダイヤルキー５１４の組み合わせで、本実施形態では合計６０個のキー
が存在するのと同等の効果を持つ。
【００２６】
　５１６はタッチパネルであり、モード毎に設定画面が表示され、設定画面に描画された
キーに触れることで、各種の詳細な設定を行うことが可能である。
【００２７】
　次に、上述した画像形成装置において背表紙画像を作成する背表紙作成モードについて
説明する。
【００２８】
　図４は、本実施形態における背表紙と画像のレイアウトを示す図である。図４において
、６０４、６１４、６２４、６３４は背表紙作成で用いられる用紙を意味している。この
背表紙用紙には、表表紙画像と裏表紙画像が背表紙幅の間隔で印刷され、背表紙幅に相当
する部分は空白画像である。
【００２９】
　６０１、６１１、６２１、６３１はそれぞれ表表紙であり、背表紙画像に相当する画像
「Ａ」が印刷される。６０２、６１２、６２２、６３２はそれぞれ裏表紙であり、背表紙
画像に相当する画像「Ｂ」が印刷される。６０３、６１３、６２３、６３３はユーザによ
って指定された背表紙幅分の空白領域である。
【００３０】
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　尚、上述の表表紙画像と裏表紙画像はユーザによって指定された背表紙のレイアウト、
即ち、「開き」に応じて回転して配置される。また、背表紙作成モードにおけるプリント
方法としては、表表紙画像と裏表紙画像、背表紙幅の空白画像とを連結した１つの画像を
メモリ上で作成したものをプリントしても良いし、プリント時に排紙方向に従って表表紙
或いは裏表紙をプリントした後、背表紙幅分の空白領域を形成するために、レーザを一定
時間停止し、背表紙幅分の空白領域を形成した後、裏表紙或いは表表紙をプリントしても
良い。
【００３１】
　次に、背表紙作成モードにおけるユーザ設定について説明する。本実施形態では、まず
画像形成装置の操作部に表示される背表紙作成モード設定画面を例に説明する。
【００３２】
　図５は、本実施形態における背表紙作成モード設定画面の一例を示す図である。ユーザ
は、この背表紙作成モード設定画面７００で、背表紙幅と背表紙のレイアウト（開き）と
背表紙作成時の画像サイズ調整とを設定することができる。
【００３３】
　７０１はユーザが設定した背表紙幅の値を表示する領域である。ユーザは、プラスキー
７０２又はマイナスキー７０３を押下することにより、１ｍｍ単位で背表紙幅を設定する
ことができる。７０４～７０７は右開き、左開き、上開き、下開きを設定するキーであり
、ユーザは図４に示すような背表紙のレイアウトから何れか１つを選択可能である。
【００３４】
　７０８は表表紙と裏表紙の画像サイズを調整するための第１の画像サイズ調整キーであ
り、用紙サイズに表表紙画像や裏表紙画像のサイズが一致するよう、表表紙画像と裏表紙
画像の拡大縮小を行うものである。第１の画像サイズ調整キー７０８を設けることにより
、表表紙画像や裏表紙画像が用紙より大きくても絵を切ることなく背表紙作成を行うこと
が可能になる。
【００３５】
　７０９は裏表紙画像のサイズを表表紙画像のサイズに合わせるための第２の画像サイズ
調整キーである。第２の画像サイズ調整キー７０９を設けることにより、リーダ部２００
やホストコンピュータ４０１から画像形成装置に入力される表表紙用原稿と裏表紙用原稿
のサイズが異なっていても、画像形成装置側で表表紙画像と裏表紙画像の大きさを合わせ
ることが可能となり、ユーザは事前に表表紙画像と裏表紙画像に相当する原稿を同じサイ
ズにしておく必要がなくなり、背表紙作成の利便性を高めることができる。
【００３６】
　７１０は設定キーであり、背表紙幅設定、開き設定、サイズ調整設定を有効化するため
のキーである。７１１は戻るキーであり、背表紙作成モードをキャンセルし、不図示の基
本画面に戻るためのキーである。
【００３７】
　次に、画像形成装置の操作部１５０上の背表紙作成モード設定画面からユーザが諸設定
を入力し、操作部１５０のスタートキー５０６が押下された場合、即ち、コピーモードで
の背表紙作成処理について説明する。
【００３８】
　図６は、コピーモードでの背表紙作成処理を示すフローチャートである。まずステップ
Ｓ１０１において、コントローラ部１１０はメモリ上に設けた原稿枚数カウンタＮの値を
１にセットする。そして、ステップＳ１０２において、リーダ部２００から読み取られた
Ｎ枚目の原稿の画像データを入力してメモリに格納する。ここで、背表紙を作成するには
原稿画像データが２枚分必要であるため、次のステップＳ１０３において、Ｎ枚目の原稿
が最後の原稿か否かを判別する。判別した結果、最後の原稿でなければステップＳ１０４
へ進み、Ｎ枚目と同様にリーダ部２００から読み取られたＮ＋１枚目の原稿の画像データ
を入力してメモリに格納する。また、判別した結果、Ｎ枚目の原稿が最後の原稿であれば
ステップＳ１０５へ進み、Ｎ＋１枚目のダミー画像（白画像）をメモリ上に作成する。
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【００３９】
　次に、ステップＳ１０６において、図５に示した背表紙作成モード設定画面７００にて
ユーザが設定した「背表紙幅」、「開き」、「画像サイズ調整」の各設定値を参照する。
そして、ステップＳ１０７において、ステップＳ１０６で参照した設定値に基づいて表表
紙と裏表紙の画像配置処理を行う。尚、この画像配置処理の詳細については、図７を参照
して更に後述する。
【００４０】
　次に、ステップＳ１０８において、ステップＳ１０７での画像配置に基づいてプリント
用紙にプリントを行う。このとき、表表紙画像と裏表紙画像、背表紙幅の空白画像を連結
した１つの画像としてメモリ上で作成したものをプリントしても良いし、またプリント時
に排紙方向に従って表表紙或いは裏表紙をプリントした後、背表紙幅分の空白領域を形成
するためにレーザを一定時間停止してプリント用紙の搬送を進め、背表紙幅分の空白領域
を形成した後、裏表紙或いは表表紙をプリントしても良い。
【００４１】
　次に、ステップＳ１０９において、次原稿があるか否かを判別する。ここで、次原稿が
あればステップＳ１１０へ進み、原稿枚数カウンタＮの値に２を加え、ステップＳ１０２
に戻り、上述の背表紙作成処理を繰り返す。また、次原稿がなければ、背表紙作成処理を
終了する。
【００４２】
　図７は、図６に示したＳ１０７での背表紙画像配置処理を示すフローチャートである。
まず、ステップＳ２０１において、裏表紙画像のサイズが表表紙画像のサイズより大きい
か否かを判断する。具体的には、図５に示す第２の画像調整キーが有効になっている場合
に、表表紙画像の副走査幅より裏表紙画像の副走査幅が大きいか、表表紙画像の主走査幅
より裏表紙画像の主走査幅が大きいか否かを判別する。そして、どちらかに該当する場合
はステップＳ２０２へ進み、表表紙画像のサイズで裏表紙画像をカッティングする。また
、図５に示す第２の画像調整キーが有効になっていない場合はステップＳ２０３へ進む。
このステップＳ２０３では、図５に示す用紙サイズに表表紙画像及び裏表紙画像のサイズ
を拡大縮小させるか否かの第１の画像調整設定がなされているか否かを判別する。
【００４３】
　尚、上述のステップＳ２０２では、表表紙画像と裏表紙画像のサイズを合わせた状態で
あり、それらの副走査幅と用紙サイズの副走査幅は一致していない場合がある。そこで、
ステップＳ２０３において、第１の画像調整設定がなされていると判断するとステップＳ
２０４へ進み、第１の画像調整がなされていない場合はステップＳ２１０へ進む。
【００４４】
　このステップＳ２０４では、表表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅より大きいと判別
された場合はステップＳ２０５へ進み、表表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅と等しく
なるように表表紙画像を縮小し、また表表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅より小さい
と判別された場合はステップＳ２０６へ進み、表表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅と
等しくなるように表表紙画像を拡大する。
【００４５】
　次に、ステップＳ２０７において、裏表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅より大きい
と判別された場合はステップＳ２０８へ進み、裏表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅と
等しくなるように裏表紙画像を縮小し、また裏表紙画像の副走査幅が用紙の副走査幅より
小さいと判別された場合はステップＳ２０９へ進み、裏表紙画像の副走査幅が用紙の副走
査幅と等しくなるように裏表紙画像を拡大する。
【００４６】
　次に、ステップＳ２１０において、図５に示す背表紙のレイアウト（開き）設定に従い
、図４に示す画像配置となるように、メモリに格納されている表表紙画像及び裏表紙画像
を回転させる。そして、ステップＳ２１１において、表表紙画像及び裏表紙画像の間に、
図５に示す設定画面で入力された背表紙幅分の空白領域を設け、表表紙画像と裏表紙画像
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の画像配置処理を終了する。
【００４７】
　次に、ホストコンピュータにおいて、プリンタドライバが図５に示す背表紙作成モード
設定画面と同様な設定画面をユーザに提供し、ユーザがその設定画面で背表紙幅と背表紙
のレイアウト（開き）と背表紙作成時の画像サイズ調整とを設定した後、画像形成装置が
ホストコンピュータからＰＤＬの印刷データを受信して背表紙を作成する背表紙作成処理
について説明する。
【００４８】
　図８は、ＰＤＬモードでの背表紙作成処理を示すフローチャートである。まずステップ
Ｓ３０１において、コントローラ部１１０はメモリ上に設けた画像枚数カウンタＮの値を
１にセットする。そして、ステップＳ３０２において、受信したＰＤＬの印刷データから
Ｎ枚目の画像を解析し、レンダリングを行ってメモリに画像データを格納する。ここで、
背表紙を作成するには画像データが２枚分必要であるため、次のステップＳ３０３におい
て、Ｎ枚目の画像が最後の画像か否かを判別する。判別した結果、最後の画像でなければ
ステップＳ３０４へ進み、Ｎ枚目と同様に、Ｎ＋１枚目の画像を解析し、レンダリングを
行ってメモリに画像データを格納する。また、判別した結果、Ｎ枚目の画像が最後の画像
であればステップＳ３０５へ進み、Ｎ＋１枚目のダミー画像（白画像）をメモリ上に作成
する。
【００４９】
　次に、ステップＳ３０６において、プリンタドライバによって提供される図５と同様な
背表紙作成モード設定画面にてユーザが設定した「背表紙幅」、「開き」、「画像サイズ
調整」の各設定値を取得する。そして、ステップＳ３０７において、ステップＳ３０６で
取得した設定値に基づいて表表紙と裏表紙の画像配置を行う。尚、この画像配置処理は、
図７を用いて説明した処理と同様であり、その説明は省略する。
【００５０】
　次に、ステップＳ３０８において、ステップＳ３０７での画像配置に基づいてプリント
用紙にプリントを行う。このとき、表表紙画像と裏表紙画像、背表紙幅の空白画像を連結
した１つの画像としてメモリ上で作成したものをプリントしても良いし、またプリント時
に排紙方向に従って表表紙或いは裏表紙をプリントした後、背表紙幅分の空白領域を形成
するためにレーザを一定時間停止してプリント用紙の搬送を進め、背表紙幅分の空白領域
を形成した後、裏表紙或いは表表紙をプリントしても良い。
【００５１】
　次に、ステップＳ３０９において、次画像があるか否かを判別する。ここで、次画像が
あればステップＳ３１０へ進み、画像枚数カウンタＮの値に２を加え、ステップＳ３０２
に戻り、上述の背表紙作成処理を繰り返す。また、次画像がなければ、背表紙作成処理を
終了する。
【００５２】
　以上説明したように、従来の画像形成装置では、入力画像２枚のうちのどちらを表表紙
或いは裏表紙にするかをユーザが指定できなかったため、画像形成装置に対して入力する
画像の順番を意識せねばならず、操作ミスを起こし易いものであったが、ユーザが背表紙
画像の開きを指定できるようにすることで、ユーザは画像入力の順番を意識せずに容易に
背表紙を作成でき、操作性を向上させることができる。
【００５３】
　特に、第１の画像サイズ調整キーを設けることにより、表表紙画像や裏表紙画像が用紙
より大きくても絵を切ることなく背表紙作成を行うことが可能となる。
【００５４】
　また、第２の画像サイズ調整キーを設けることにより、スキャナや外部装置から画像形
成装置に入力する表表紙用画像と裏表紙用画像のサイズが異なっていても、画像形成装置
側で表表紙画像と裏表紙画像の大きさを合わせることが可能となり、ユーザが事前に表表
紙画像と裏表紙画像に相当する画像を同じサイズにしておく必要がなくなり、背表紙作成



(9) JP 4328655 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

の利便性を向上させることができる。
【００５５】
　尚、本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ，インターフェース機器，リー
ダ，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装置（例
えば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用しても良い。
【００５６】
　また、本発明の目的は前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記録媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコ
ンピュータ（ＣＰＵ若しくはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し
実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００５７】
　この場合、記録媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録媒体は本発明を構成すること
になる。
【００５８】
　このプログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えばフロッピー（登録商
標）ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ
，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５９】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部又は全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【００６０】
　更に、記録媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施形態における画像入出力システムの全体構成を示す図である。
【図２】リーダ部２００及びプリンタ部３００の構造を示す側断面図である。
【図３】本実施形態における操作部１５０の構成の一例を示す図である。
【図４】本実施形態における背表紙と画像のレイアウトを示す図である。
【図５】本実施形態における背表紙作成モード設定画面の一例を示す図である。
【図６】コピーモードでの背表紙作成処理を示すフローチャートである。
【図７】図６に示したＳ１０７での背表紙画像配置処理を示すフローチャートである。
【図８】ＰＤＬモードでの背表紙作成処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６２】
１００　画像入出力システム
１１０　制御装置（コントローラ部）
１５０　操作部
２００　画像入力装置（リーダ部）
２１０　スキャナユニット
２５０　原稿給紙（ＤＦ）ユニット
３００　画像出力装置（プリンタ部）
３１０　給紙ユニット



(10) JP 4328655 B2 2009.9.9

10

20

３２０　マーキングユニット
３３０　排紙ユニット
４００　ネットワーク
４０１　ホストコンピュータ
４０２　ホストコンピュータ
５０１　パワースイッチ
５０２　パワーランプ
５０３　コピー機能選択キー
５０４　ファックス機能選択キー
５０５　パーソナルボックス選択キー
５０６　スタートキー
５０７　ストップキー
５０８　リセットキー
５０９　ガイドキー
５１０　ユーザモードキー
５１１　割り込みキー
５１２　テンキー
５１３　クリアキー
５１４　ワンタッチダイヤルキー
５１５　２枚の蓋
５１６　タッチパネル
６００　ハードディスク

【図１】 【図２】

【図３】
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